
回答

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものに
は「×」として考えてみて下さい。

適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を朱抹し、当該
適合標章を適合証綴から切り離すことなく適合証（控）とともに保存
すること。

有効な保安基準適合標章を自動車に表示して運行する場合には、
自動車損害賠償責任保険証明書を当該自動車に備え付けなくても
よい。

音量計（騒音計）を用いて行う検査については、点検及び整備を行う
ための屋内現車作業場で行っても差し支えない。

地方運輸局長は、指定自動車整備事業者がこの法律若しくはこの
法律に基づく命令、又はこれらに基づく処分に違反したときは、６月
以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及
び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消す
ことができる。

指定整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正の結果不適合と
なった場合、「自動車検査用機械器具校正不適合報告書」に校正結
果通知書の写しを添え、１５日以内に運輸支局長に報告しなければ
ならない。

一時抹消登録を受けた小型乗用自動車のコイルスプリングが変更さ
れ、登録識別情報等通知書に記録された高さより５ｃｍ高くなってい
たが、コイルスプリングは指定部品であり、保安基準に適合していた
ので保安基準適合証に保安基準に適合する旨の証明をした。

1
ブレーキドラムを取り外して再度組み付ける作業のみであれば、分
解整備に該当しない。

10

9

8

7

6

5

4

3

2

整　備　事　業　関　係

設　　　問

対象とする自動車の種類が「普通自動車（中型）」であり、「大型特殊
自動車」を対象としない指定自動車整備事業場には、工員が５人以
上必要である。

道路運送車両法第９４条の５第４項の点検及び検査を、複数の自動
車検査員が分担して実施した場合の自動車検査員の証明欄には、
保安基準適合証に最後に検査の実務を実施した自動車検査員のみ
の氏名を記名し押印した。

指定自動車整備事業者が、他の認証工場において点検整備が行わ
れた自動車の継続検査の依頼を受けた場合、当該指定自動車整備
事業者での点検整備を省略し、自動車検査員が検査を実施し、保安
基準適合証に適合する旨の証明を行い、指定自動車整備事業者が
保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付することができる。
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解答

5 ×

指定自動車整備事業者は、依頼を受けた車両の点検、整備及び完成
検査までを一貫して行わなければなりません。

【道路運送車両法第９４条の５第１項】

1 ×

ブレーキドラムを取り外して行う自動車の整備又は改造は分解整備
に該当し、ブレーキドラムを取り外し再度組み付ける作業のみであっ
ても、分解整備に該当します。

【分解整備の定義に関する照会について】

4 ○

適合標章を交付しない場合は、適合標章の不正使用防止対策とし
て、当該適合標章の表面（適合標章の有効期間を記載する側の面）
を朱抹（赤色の×印）し、当該適合標章を適合証綴から切り離すこと
なく適合証（控）とともに保存する必要があります。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）】

検　査　業　務　関　係

3 ×

保安基準適合標章を交付する際、自動車損害賠償責任保険証明書
の保険期間を確認しているところですが、有効な保安基準適合標章
を自動車に表示して運行する場合であっても、自動車損害賠償責任
保険証明書を当該自動車へ備え付ける必要があります。

【自動車損害賠償保障法第８条】

2 ○

音量計、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、黒煙測定器及びオパ
シメータにより行う検査については、屋内現車作業場で行って差し支
えありません。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）】

設問に対する解説
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解答

10 ×

指定に係る基準の内、工員数要件で工員は４人以上必要となってい
ますが、対象とする自動車の種類に車両総重量８トン以上、最大積載
量５トン以上又は乗車定員３０名以上（大型特殊自動車を含む）の車
両が含まれる場合は工員が５人以上必要となります。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達））】

8 ○

指定自動車整備事業者に対する行政処分の種類は、保安基準適合
証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止命
令、指定の取り消し、自動車検査員の解任命令及び是正命令があり
ます。

【道路運送車両法第９４条の８第１項】
【行政処分等の基準通達】

9 ×

複数の自動車検査員が分担して行った場合の自動車検査員の証明
欄には、最後に検査の実務を行った自動車検査員の氏名を含めてす
べての自動車検査員の記名及び押印をしなければなりません。

【自動車整備事業の取扱い及び指導要領について（依命通達）】

6 ×

自動車検査員は、一時抹消登録を受けた自動車について、当該自動
車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録
ファイルに記録された構造等に関する事項と同一でなければ、証明を
してはなりません。新規検査、継続検査において、それぞれ指定部品
の取扱いに注意が必要です。

【道路運送車両法第９４条の５第５項】

7 ×

自動車検査用機械器具の校正の結果不適合となった場合、「自動車
検査用機械器具校正不適合報告書」に校正結果通知書の写しを添
え、速やかに運輸支局長に報告しなければなりません。また、当該機
械器具が再校正により技術基準に適合するまでの間は、検査に使用
してはなりません。

【自動車検査用機械器具の校正及び校正の結果不適合となった場合
の取扱いについて】

検　査　業　務　関　係

設問に対する解説
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回答

専ら砂利、土砂等の運搬に用いる普通貨物自動車で、当該自動車

の最大積載量を当該荷台の容積（0.1m3未満は切り捨て）で除した数

値が1.4ｔ/m3であったので、保安基準に適合とした。

前部霧灯が不点灯状態であることから、当該灯火の電球及び配線
のうち、電球を取り外したものは保安基準に適合する。

走行用前照灯の灯光の色が淡黄色であったため保安基準適合と判
断した。（自動車の製作年月日が令和３年１月１日とする）

自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ（セ
ミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端ま
での水平距離）１２メートル（セミトレーラのうち告示で定めるものに
あっては、１３メートル）、幅２．５メートル、高さ３．８メートルを超えて
はならない。

自主防犯活動用自動車には、赤色防犯灯を備えることができる。

検　査　業　務　関　係

設　　　問

2

1

自動車検査証の乗車定員が２人となっている二輪自動車の後部座
席に、握り手及び足かけがなかったため保安基準不適合と判断し
た。

普通乗用自動車の補助制動灯が尾灯と兼用になっていたので、保
安基準不適合と判断した。

　次の各々に掲げる事項について、適切なものには「○」を、適切でないものに
は「×」として考えてみて下さい。

10

9

8

7

6

5

4

3

小型乗用自動車の後退灯が同時に３個点灯したので、保安基準に
不適合とした。（平成２７年１２月３１日以前製作車）

後部に備える側方灯の灯光の色が赤色であったが、尾灯、制動灯と
構造上一体となっていたので、保安基準に適合とした（平成１８年１
月１日以降製作車）

非常口を設けた自動車について、非常口のとびらが開放した場合に
その旨を運転者に警報する装置が作動していなかったので、保安基
準に不適合とした。
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解答

二輪自動車の後部座席には、握り手及び足かけが必要となります。
なお、乗車定員が１名の二輪自動車には、必要ありません。

【審査事務規程７－４０－１－１（１）①イ】

補助制動灯は、尾灯と兼用であってはなりません。（二輪自動車は除
く。）

【審査事務規程７－８９－３（１）④】

検　査　業　務　関　係

4

5

○1

2 ○

3 ×

○

×

平成17年12月31日以前に製作された自動車については、走行用前
照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色となっていましたが、平成18年1
月1日以降に製作された自動車については、白色のみとなります。

【審査事務規程７－６５－２－２②】

自動車（保安基準の緩和認定された車両を除く）の長さ、幅及び高さ
は、指定部品、指定外部品に係わらず、装着した状態において、当該
寸法を超えてはなりません。

【審査事務規程７－２－１（１）】

自主防犯活動用自動車には、青色防犯灯を備えることができます。な
お、青色防犯灯の数は、1個のみ取付が可能です。

【審査事務規程７－１１８－１】

設問に対する解説
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解答

10 ○

平成27年12月31日以前製作車について、後退灯の数は、2個以下で
あることとなっています。
平成28年1月1日以降製作車について、長さが6mを超える自動車（専
ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上の自動車及
び貨物の運送の用に供する自動車に限る。）にあっては、2個、3個又
は4個となっています。

【審査事務規程７－９０－３（１）①】

8 ○

幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車（緊急自動車を除く。）に
は、非常時に容易に脱出できるものとして非常口を設けなければなり
ません。また、非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放し
た場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければなりませ
ん。
　
【審査事務規程７－５１－２（３）】

9 ○

側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯
であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と
構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であっ
てもよいとなっています。構造上一体となっていない又は兼用となって
いないものについては、橙色でなければなりません。（平成１８年１月
１日以降製作車）

【審査事務規程７－７８－２－１（１）②】

検　査　業　務　関　係

6 ×

不点灯状態にある灯火について、当該灯火に係る電球（光源）及び全
ての配線が取外されている場合は、保安基準に適合します。（不適切
な補修にあたらない）

【審査事務規程４－４（１）②】

設問に対する解説

7 ×

専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車の荷台であって、当該自動車

の最大積載量を当該荷台の容積（0.1m3未満は切り捨て）で除した数

値が普通自動車にあっては1.5ｔ/m3未満のもの、小型自動車にあって

は1.3t/m3未満のもの、また、さし枠の取付金具を有するものは保安
基準に適合しません。

【審査事務規程７－５２－１（１）②】
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